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改
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通
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技
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推
進
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関
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条
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定
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よ
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京
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改
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収
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局
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児
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当
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定
及
び
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給
に
関
す
る
事
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取
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東
京
都
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
百
二
十
四
号

東
京
都
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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東
京
都
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
二
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
委
任
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
中
「
東
京
都
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
局
長
、
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
住
宅
政
策
本
部
長
、
病
院
経
営
本
部
長
、
中
央
卸
売
市
場

長
、
職
員
共
済
組
合
事
務
局
長
、
教
育
長
、
行
政
委
員
会
事
務
局
長
（
監
査
事
務
局
長
を
含
む
。
）
、

議
会
局
長
」
を
「
総
務
局
長
、
病
院
経
営
本
部
長
、
中
央
卸
売
市
場
長
、
教
育
長
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
附
則
第
二
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
一
中
「
規
定
す
る
職
員
」
の
下
に
「
（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン

タ
ー
に
勤
務
す
る
職
員
及
び
都
立
学
校
に
勤
務
す
る
単
純
労
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
を
い
う
。
）

を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

「
下
水
道
局
の
職
員

下
水
道
局
長

を

東
京
都
議
会
議
会
局
の
職
員

東
京
都
議
会
議
長

」

「
下
水
道
局
の
職
員

下
水
道
局
長

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
改
正
規
定
は
、
同
年
六

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
百
二
十
五
号

東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
中
「
旅
費
」
の
下
に
「
及
び
児
童
手
当
」
を
、
「
（
退
職
手
当
」

の
下
に
「
及
び
児
童
手
当
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の

三
第
一
項
」
に
、
「
指
定
代
理
納
付
者
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
二
の
見
出
し
中
「
指
定
代
理
納
付
者
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
」
に
、
「
指
定

代
理
納
付
者
に
歳
入
を
納
付
さ
せ
よ
う
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
が
歳
入
を
納
付
し
よ
う
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
指
定
代
理
納
付
者
」
を
「
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
納
付
受
託
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
三
の
表
中
「
指
定
代
理
納
付
者
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
」
に
、
「
及
び
」
を
「
、

住
所
又
は
事
務
所
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
四
を
削
る
。

第
八
十
一
条
第
二
項
中
「
（
総
務
局
に
執
行
委
任
し
た
旅
費
に
関
す
る
事
務
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、

「
児
童
手
当
事
務
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
事
務
の
う
ち
総
務
局
に
執
行
委
任
し
た
も
の
を
含
む
。
第

四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
八
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
指
定
代
理
納
付
者
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し

書
及
び
第
八
十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
同
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七

条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
）
第
六

条
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第

六
項
に
規
定
す
る
指
定
代
理
納
付
者
に
係
る
指
定
の
変
更
又
は
取
消
し
の
告
示
を
行
う
場
合
に
つ
い

て
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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旧
規
則
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
政
令
第

百
五
十
七
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令

和
三
年
政
令
第
百
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年

政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
四
十
五
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
取
扱

規
程
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
訓
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
中
「
事
務
は
」
の
下
に
「
、
総
務
局
人
事
部
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
運
営
担
当
課
長
が
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
総
務
事
務
を
集
約
す
る
組
織
に
お
い
て
行
わ
な
い
場
合
は
」
を
加
え
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
受
給
者
台
帳
の
作
成
」
を
「
受
給
者
情
報
の
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

中
「
児
童
手
当
受
給
者
台
帳
」
を
「
児
童
手
当
受
給
者
情
報
」
に
、
「
作
成
し
」
を
「
記
録
し
」
に
改

め
る
。

第
八
条
中
「
附
則
第
二
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
表
中
「
児
童
手
当
受
給
者
台
帳
」
を
「
児
童
手
当
受
給
者
情
報
」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
()表
中
「児

童
手
当
・
特
例
給
付
受
給
者
台
帳

」
を
「児

童
手
当
・
特
例
給
付
受
給

者
情
報

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
及
び
第
八
条
の
改
正
規

定
、
第
九
条
の
表
並
び
に
別
記
第
三
号
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
際
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
東
京
都
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関

す
る
規
則
取
扱
規
程
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を

加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
十
八
号

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日
東
京
都
議
会
の
議
決
を
得
た
令
和
三
年
度
の
東
京
都
補
正
予
算
を
、
地
方

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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令和3年12月28日（火曜日）東 京 都 公 報（第17489号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
十
九
号

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
四
百
八
十
一
号
（
都
税
に
係
る
徴
収
金

の
収
納
委
託
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

表
国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー
ン
株
式
会
社

中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
一
番
一
号

の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
号

次
の
東
京
都
福
祉
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
福
祉
住
宅
条

例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
規
則
第
八
十
六
号
）
第
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
一
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

文
花
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３３
、
３４
号
棟
）

墨
田
区
文
花
一
丁
目
五
番

中
層
耐
火

三
七
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

五
〇
戸

南
砂
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
８
、
９
、
１０
号
棟
）

江
東
区
南
砂
三
丁
目
十
一
番

同
右

同
右

一
二
〇
戸

前
野
町
六
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

板
橋
区
前
野
町
六
丁
目
三
十
一
番

同
右

五
一
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

一
五
戸

前
野
町
六
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１４
号
棟
）

板
橋
区
前
野
町
六
丁
目
三
十
六
番

同
右

四
二
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

前
野
町
六
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１５
号
棟
）

同
右

同
右

三
九
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

本
木
町
第
３
ア
パ
ー
ト

（
４
、
５
、
６
、
７
、
８
号
棟
）

足
立
区
扇
一
丁
目
五
十
四
番

同
右

三
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
三
四
戸

江
北
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

足
立
区
江
北
二
丁
目
二
十
七
番

同
右

三
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
〇
戸

平
井
仲
町
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

葛
飾
区
新
小
岩
一
丁
目
十
五
番

同
右

二
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

東
四
ツ
木
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

葛
飾
区
東
四
つ
木
一
丁
目
十
三
番

同
右

三
一
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

平
井
仲
町
民
生
ア
パ
ー
ト

葛
飾
区
新
小
岩
一
丁
目
十
五
番

中
層
耐
火

二
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

一
五
戸



（第17489号）東 京 都 公 報令和3年12月28日（火曜日）７
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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令和3年12月28日（火曜日）東 京 都 公 報（第17489号） １０
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
同
条
例
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定

に
基
づ
き
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令

和
四
年
一
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条
例
第
三
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

久
我
山
一
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
６
号
棟
）

杉
並
区
久
我
山
一
丁
目
八
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
五
戸

三
〇
、
一
〇
〇
円

八
二
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
三
戸

三
五
、
一
〇
〇
円

九
六
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

四
一
、
六
〇
〇
円

一
一
四
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
一
、
五
〇
〇
円

一
一
四
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

四
九
、
九
〇
〇
円

一
三
七
、
五
〇
〇
円

久
我
山
一
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
７
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
六
戸

三
〇
、
一
〇
〇
円

八
二
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

三
五
、
一
〇
〇
円

九
六
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

中
層
耐
火

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

四
一
、
六
〇
〇
円

一
一
四
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

高
層
耐
火

同
右

六
戸

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
一
、
五
〇
〇
円

一
一
四
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
九
、
九
〇
〇
円

一
三
七
、
六
〇
〇
円



（第17489号）東 京 都 公 報令和3年12月28日（火曜日）１１

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
五
号

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
三
号
（
放
置
違
反
金
の
収
納

委
託
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

表
国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー
ン
株
式
会
社

中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
一
番
一
号

の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３７０号

令
和
３
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１６８号

（
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
３
条
の
規
定
に
基
づ

く
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
手
続

等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
４
年
１
月
４
日
か
ら
施

行
す
る
。

令
和
３
年
１２月

２８日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

表
中

「道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律

第
１０５号

）
第
７８条

第
１
項
、
第
４

項
及
び
第
５
項

を
警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第

１１７号
）

第
１６条

第
２
項
及
び
第

３
項

」

「道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律

第
４５条

第
１
項

第
１０５号

）
第
４９条

の
５

に

第
７４条

の
３
第
５
項

第
７８条

第
１
項
、
第
４

項
及
び
第
５
項

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和

３５年
総
理
府
令
第
６０号

）
第
５
条
第
１
項

第
８
条
第
１
項

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空

に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平

成
２８年

法
律
第
９
号
）

第
１０条

第
３
項

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第

１１７号
）

第
１０条

第
１
項

第
１６条

第
２
項
及
び
第

３
項

第
１７条

第
２
項

」

改
め
る
。

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３７１号

令
和
３
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１７０号

（
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
４
条
第
４
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
東
京
都
公
安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
４
年
１
月
４
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
３
年
１２月

２８日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

別
表
第
１
中

「道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律

第
１０５号

）
第
７８条

第
１
項
、
第
４

項
及
び
第
５
項

を
警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第

第
１６条

第
２
項
及
び
第



令和3年12月28日（火曜日）東 京 都 公 報（第17489号） １２
１１７号

）
３
項

」

「道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律

第
１０５号

）
第
４５条

第
１
項

に

第
４９条

の
５

第
７４条

の
３
第
５
項

第
７８条

第
１
項
、
第
４

項
及
び
第
５
項

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和

３５年
総
理
府
令
第
６０号

）
第
５
条
第
１
項

第
８
条
第
１
項

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空

に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平

成
２８年

法
律
第
９
号
）

第
１０条

第
３
項

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第

１１７号
）

第
１０条

第
１
項

第
１６条

第
２
項
及
び
第

３
項

第
１７条

第
２
項

」

改
め
る
。

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３７２号

令
和
３
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１７１号

（
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
５
条
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
る
東
京
都
公
安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
４
年
１
月
４
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
３
年
１２月

２８日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

別
表
中

「道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律

第
１０５号

）
第
７８条

第
１
項
、
第
４

項
及
び
第
５
項

を
警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第

１１７号
）

第
１６条

第
２
項
及
び
第

３
項

」

「道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律

第
１０５号

）
第
４５条

第
１
項

に

第
４９条

の
５

第
７４条

の
３
第
５
項

第
７８条

第
１
項
、
第
４

項
及
び
第
５
項

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和

３５年
総
理
府
令
第
６０号

）
第
５
条
第
１
項

第
８
条
第
１
項

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空

に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平

成
２８年

法
律
第
９
号
）

第
１０条

第
３
項

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第

１１７号
）

第
１０条

第
１
項

第
１６条

第
２
項
及
び
第

３
項

第
１７条

第
２
項

」

改
め
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
七
号

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
交
通

局
規
程
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
東
京
都
交
通
局
北
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
、
里
第
四
十
八

号
系
統
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
八
号

東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
（
昭
和
三
十
年
交
通
局
規
程
第
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
六
条
の
見
出
し
中
「
指
定
代
理
納
付
者
」
を
「
指
定
納
付

受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
を
し
た
者
（
以
下
「
指
定
代
理
納
付
者
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
納
付
を
承
認
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
代
理
納
付

者
」
を
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
号
に
該
当
す
る
と
き
に

お
け
る
同
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
の
委
託
を
受
け
た
指
定
納
付
受
託

者
（
同
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

す
る
者
を
い
う
。
）
に
よ
る
納
付
に
よ
る
収
納
を
す
る
場
合
は
、
当

該
指
定
納
付
受
託
者
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
一
条
中
「
、
及
び
」
を
「
及
び
」
に
、
「
七
日
」
を
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「
十
八
日
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七

号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
改
正
法
第
六
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
指
定
代

理
納
付
者
に
よ
る
納
付
の
方
法
に
係
る
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前

の
東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
第
四
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。告

示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
八
号

令
和
三
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
五
号
（
収
納
事
務
の
委
託
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

一
委
託
し
た
相
手
方
の
表
国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー
ン
株
式
会

社
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
議
）

◉
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
七
号

東
京
都
議
会
議
会
局

東
京
都
議
会
議
会
局
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給

に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
議
会
議
長
訓
令

甲
第
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
議
会
議
長

三

宅

し
げ
き

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

通

達
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正

誤

○
令
和
三
年
九
月
二
十
九
日
付
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
十
二

号ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

五

上

後
か
ら七

経
営
企
画
課
長
又

は
経
営
企
画
室
長

第
二
条
に
定
め
る

者

○
令
和
三
年
十
月
二
十
九
日
付
東
京
都
告
示
第
千
三
百
二
十
五
号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

一
九

下

八

並
び
に

）
並
び
に
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